
全福ネット慶弔共済保険は、全福センターに加盟しているサービスセンター等が利用できる制度です。
「100円プラン」「200円プラン」「300円プラン」の3つのモデルプランを参考に、

予算に合わせた保障がお選び頂けます。

死亡保険金 
 重度障害・後遺障害保険金 

疾病死亡（疾病重度障害を含む）
 200,000円
不慮の事故による死亡
（不慮の事故による後遺障害を含む）
 200,000円
増加疾病死亡
（増加疾病重度障害を含む）
 100,000円

 傷病休業保険金 

14日以上30日未満 10,000円

 住宅災害保険金 

火災等による損害 150,000円
自然災害による損害 45,000円

 死亡弔慰金 

配偶者の死亡 20,000円
子の死亡 10,000円
親の死亡 10,000円

 就学祝金 

子の小学校入学 10,000円

 結婚記念祝金 

銀婚（25周年） 10,000円

 勤続祝金 

勤続10年 10,000円
勤続20年 10,000円
勤続30年 10,000円

200円プラン

33つつ

全福ネット慶弔共済保険
33つつのモデルプラン
集団扱特約付自治体提携慶弔共済保険



　ここに掲載されている内容は、
商品の概要を説明したものです。
詳細につきましては、「自治体提携
慶弔共済保険　普通保険約款」

「パンフレット」をご覧ください。
https://www.zenrosaikyokai.or.jp/

お申し込み・お問い合わせ

一般社団法人　
全国中小企業勤労者福祉サービスセンター＜全福センター＞
東京都港区芝公園2丁目6番15号 黒龍芝公園ビル西館2階
電話 03-3433-2948　FAX 03-3433-2859

＜引受保険団体＞

一般財団法人　
全国勤労者福祉・共済振興協会＜全労済協会＞
〒151-0053　東京都渋谷区代々木2丁目11番17号 ラウンドクロス新宿5階
電話 03-5333-5128（共済保険部直通）　FAX 03-5351-0421

23.05.TK

全労済協会は、勤労者の生活・福祉に関するシンポジウム等の開催および各種調査研
究を行う「シンクタンク事業」と、勤労者相互の連帯と相互扶助による「相互扶助事業」
を両輪とし、勤労者福祉の向上を目指した事業活動を総合的に展開することで、豊か
な福祉社会づくりに貢献していきます。

「全福ネット」とは、中小企業勤労者福祉サービスセンターや共済会、互助会など
 中小企業勤労者に対する総合的な福祉事業を行う団体の統一愛称です。

300円プラン

 死亡保険金 
 重度障害・後遺障害保険金 

疾病死亡（疾病重度障害を含む）
 300,000円
不慮の事故による死亡
（不慮の事故による後遺障害を含む）
 300,000円
交通事故による死亡
（交通事故による後遺障害を含む）
 200,000円
増加疾病死亡
（増加疾病重度障害を含む）
 150,000円

 傷病休業保険金 

14日以上30日未満 10,000円

30日以上60日未満
（上記に加算） 10,000円
60日以上90日未満
（上記に加算） 10,000円

 住宅災害保険金 

火災等による損害 300,000円
自然災害による損害 90,000円

 死亡弔慰金 

配偶者の死亡 20,000円
子の死亡 10,000円
親の死亡 10,000円

 就学祝金 

子の小学校入学 10,000円
子の中学校入学 10,000円

 結婚記念祝金 

銀婚（25周年） 10,000円

 勤続祝金 

勤続10年 10,000円
勤続20年 10,000円
勤続30年 10,000円
勤続40年 10,000円

100円プラン

 死亡保険金 
 重度障害・後遺障害保険金 

疾病死亡（疾病重度障害を含む）
 100,000円
不慮の事故による死亡
（不慮の事故による後遺障害を含む）
 100,000円

 傷病休業保険金 

14日以上30日未満 10,000円

 住宅災害保険金 

火災等による損害 150,000円
自然災害による損害 45,000円

 勤続祝金 

勤続10年 10,000円
勤続20年 10,000円
勤続30年 10,000円


